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（仮称）下関北九州道路に係る環境影響評価方法書に対する 

知事意見について 

 

このことについて、環境影響評価法（平成９年法律第 81号）第 40条第２項の規

定により読み替えて適用される同法第 10条第１項の規定に基づき、環境保全の見地

から別添のとおり意見を述べます。 

なお、本方法書に対する下関市長の意見は、別添写しのとおりです。 

 



（別紙） 

（仮称）下関北九州道路に係る環境影響評価方法書に対する知事意見 

 

（仮称）下関北九州道路（以下「本事業」という。）は、下関市から北九州市に至る橋梁

部を含む延長約８ｋｍの道路を整備する事業であり、関門トンネル・関門橋の代替機能の

確保、さらには循環型ネットワーク形成による関門地域の一体的発展を目的に計画されて

いる。 

また、本方法書においては、計画段階環境配慮書で示された３ルート帯から、政策目標

の実現可能性、自然環境・生活環境等の影響の回避、低減の観点から、集落や市街地を可

能な限り回避した「集落・市街地回避ルート」を選定している。 

一方、本事業は大規模な橋梁構造を含み、橋脚の位置、構造によっては、海域における

水環境及び海生生物の生息環境への影響が懸念されるほか、工事期間が長期にわたる場合

にあっては、それに伴う生活環境への影響も懸念されるが、本方法書においては、ルート

の位置や道路構造、工事計画は明らかにされていない。 

このため、事業計画の検討に当たっては、ルートの位置等を明確にし、本事業に伴い予

想される環境影響を的確に把握した上で適切な配慮が必要となる。 

今後、方法書の記載事項はもとより、以下の事項についても十分留意した上で、適切に

環境影響評価を実施し、その結果を踏まえ、環境影響評価準備書を作成すること。 

 

１ 全体的事項 

（１）対象事業実施区域及びその周辺には、重要な植物群落や重要な自然環境のまとまり

の場等が認められるほか、対象事業実施区域周辺には活断層の存在も確認されている

ことから、ルートの位置や道路構造、工事計画の具体化に当たっては、可能な限り最

新のデータの把握に努め、環境に配慮した計画とすること。加えて、本事業の実施に

より、既存の周辺道路においても交通量の増加等が想定されることから、交通量の変

化が見込まれる範囲を的確に把握した上で、生活環境への影響が最小となるよう検討

すること。 

 

（２）本方法書では、具体的なルートの位置や道路構造、工事計画等が明らかにされてい

ないことから、準備書においては、これらを明確にした上で、環境の保全の配慮に係

る検討の経緯として、調査・予測地点及びその選定理由、調査、予測及び評価の結果

を詳細に分かりやすく記載すること。 

 

（３）調査、予測及び評価の実施に当たっては、専門家からの助言、関係自治体や地域住

民等からの意見を踏まえ、適切な手法の選定に努めること。 

また、調査、予測及び評価を行う過程において、環境影響評価項目及び手法の選定

に係る事項に新たな事情が生じた場合には、選定した項目や手法を必要に応じて見直

すとともに、追加的に調査、予測及び評価を行うなど、適切に対応すること。 

 

 



 

（４）今後の手続を進めるに当たっては、事業計画や環境保全措置等について関係自治体

や地域住民、漁業者等に対して積極的な情報提供と丁寧な説明に努めること。 

 

２ 個別的事項 

（１）大気質及び騒音・振動 

ア 対象事業実施区域及びその周辺には、複数の住居や学校等が存在することから、

大気質及び騒音・振動による影響が懸念される。このため、当該道路及び近接する

道路との複合影響並びに連結部やインターチェンジ部等の道路特殊部特有の影響を

踏まえ、大気質及び騒音・振動の影響について、適切に調査、予測及び評価を行う

こと。また、調査・予測地点の選定に当たっては、本事業が周辺の交通ネットワー

クに及ぼす影響も加味した上で、適切な地点を選定すること。 

 

イ 本事業は、建設機械の稼働並びに資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る

大気質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）の影響が懸念されるが、本方法書において

は環境影響評価項目に選定されていない。対象事業実施区域及びその周辺における

最新のデータが環境基準を超過する場合は、調査、予測及び評価を行い、その結果

を踏まえ適切な環境保全措置を検討するなど、生活環境への影響に配慮すること。 

 

（２）水環境 

本事業は海峡を渡河する大規模な橋梁構造を含むことから、工事に伴う水質・底質

及び海生生物への影響や、道路の存在に伴う潮流の変化等、水環境への影響が懸念さ

れる。このため、事業計画の策定に当たっては、海域部における直接改変の箇所数及

び改変面積を可能な限り最小化すること。その上で、海域において道路橋脚が設置さ

れる場合にあっては、水底の掘削等に伴う水質・底質への影響を的確に把握可能な調

査地点及び調査手法を選定すること。また、道路の存在による水環境への影響を環境

影響評価項目に追加することについて検討すること。 

 

（３）動物・植物・生態系 

ア 対象事業実施区域には、重要な植物群落である「彦島福浦町金比羅神社社叢」が

存在するほか、自然海岸や藻場等の重要な自然環境のまとまりの場が分布しており、

多様な生物が生息していることが想定される。このため、調査、予測及び評価の実

施に当たっては、ルートの位置や工事計画を踏まえた適切な調査地点及び予測手法

を選定の上、当該地点に生息・生育する動植物種の状況を的確に把握可能な調査時

期及び期間を設定すること。関門海峡を縦断する鳥類については、調査範囲を広げ

る等により、主となる飛翔ルートを的確に把握すること。 

 

イ 海域において道路橋脚が設置される場合にあっては、工事の実施に伴う水中音の

発生や水質の変化、道路の存在に伴う潮流の変化等を踏まえ、海生生物への影響を

的確に把握可能な調査地点及び調査手法を選定すること。 



 

（４）景観 

対象事業実施区域及びその周辺は、関門海峡並びにそれに面した地域における山並

み等の自然環境、歴史や文化が薫る街並み及び人々の活動により構成される「関門景

観」が形成されている地域であることから、調査地点の選定に当たっては、俯瞰景の

みならず、仰瞰景も含め、景観への影響について、適切に予測及び評価可能な地点を

選定すること。 

また、橋梁のデザイン、色彩等の検討に当たっては、フォトモンタージュを作成し

た上で、垂直視野角、主要な眺望方向及び水平視野も考慮した客観的な予測及び評価

を行い、景観への影響を回避又は極力低減すること。 

 

（５）廃棄物等 

工事の実施に伴う廃棄物及び建設発生土について、発生量を把握し、発生を抑制す

るとともに、有効利用についても検討を行った上で、適切に予測及び評価を行うこと。 

 

（６）温室効果ガス等 

事業の実施に伴う二酸化炭素等の温室効果ガスについて、その排出による環境への

負荷を低減するため、工事中及び供用時の排出量を定量的に算出する等、調査、予測

及び評価の実施について検討すること。 








